
現行（令和８年３月31日まで） 令和８年４月１日～

• 届出様式に森林所有者の連絡先及び国籍を記載する欄を追加
• 記載事項の追加が多数あるため、４月以降は旧様式は受理不可

届出様式の改正について
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届出様式の改正内容
追加項目

① 所有者のメールアドレス

② 住所が国外の場合は国内の
連絡先を別紙で提出

③ 所有者の国籍
(又は法人の設立準拠法国)

④ 所有者の永住者/特別永住者
の該当性

⑤ 法人の代表者名

⑥ 法人の代表者の国籍

⑦ 日本国籍以外の同一国の者
が法人の役員の過半を占め
る場合の国籍

⑧ 日本国籍以外の同一国の者
が法人の議決権(株式)の
過半を占める場合の国籍

①

②

③
④

⑤

⑥

記入方法の変更点

• 所有権移転の原因（例：売買、相続）等をチェックボックス
で選択できる形式に変更

• 備考欄に記入することとしていた「森林の土地の用途」に
ついて、記入欄を新設
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⑦

⑧

※⑤～⑧は届出者が法人の場合のみ記載。

森林所有者が法人の場合は、森林の取扱い
方針を決定し得る権限を持つ代表者、役員、
議決権者（株主）の国籍把握も行う。


